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事務事業の実施 
政策評価 

施策評価 

≒決算（施策の成果） 

事務事業評価 

事務事業改善

の検討 

計画の策定 

予算編成 

公 表 

仙 北 市 行 政 評 価 シ ス テ ム 導 入 方 針（H24） 
 

１．方針の策定にあたって 

近年みられる財政状況の悪化、そして分権社会の進展や住民への説明責任など本市を取り巻く環

境は大きく変化している。これからの市政運営にあたっては、活動の目的を明らかにし、どれだけ

の成果が得られるのか、他に効果的な方法はないのかなど業績や成果を重視した経営体質への変革

が求められる。行政評価システムは、その具体的手法として導入したものである。 

まず、行政評価システムを円滑に推進するためには、職員の改善意識と協力が必須である。そこ

で、仙北市にふさわしいシステムを構築するにあたっては、「試行段階」～「本格導入」という段

階を踏んで試行錯誤を繰り返し行い、我々自身で様々な課題等を解決し、「仙北市版」をつくり出

していく必要がある。 

行政評価システム導入方針は、今後の市の経営の基軸をなす制度のあり方を示すものであり、今

年度も試行と位置づけ、行政評価システムの構築と推進のために取り組むこととした。 

 

２．導入の趣旨 

次の点を大きな柱として整備を進める。 

（１）「職員の意識改革と政策形成能力の向上」・・・ 

顧客思考や事務事業の目的意識・コスト意識の浸透により、職員における意識改革と能力向

上を図る。 

（２）「成果重視型行政運営の確立」・・・ 

住民サービスの観点から施策や事業を評価し、改善につなげ効果的かつ効率的な経営体制の

構築を目指す。 

 

３．評価の位置付け 

行政評価システムの導入にあたっては、その活用並びに作業負担の観点から現在の行政システム

との連動が望まれるところである。つまり、予算編成、総合計画の進行管理という流れのなかで、

評価結果が活かされることにより、制度自体が一人歩きせずに“ＰＤＣＡ”というマネジメントサ

イクルでの位置付けを確立することとなる。また、本市における導入目的から、できるだけ作業負

担を軽減するため、簡素で分かり易いシステム整備により、その定着を目指す。 
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４．基本的な考え方 

政策体系の基礎をなす事務事業を評価対象とした整備（内部マネジメント）を進め、まずは職員

の目的および課題意識の醸成を図り、段階的に施策そして政策評価（外部マネジメント）へとステ

ップアップし、住民サービスの向上を目指すこととする。よって、総合計画における政策体系を柱

として評価を進める。 

 

５．仙北市事務事業評価システムについて 

 

①評価対象 

行政評価の定着を最優先に考え、職員の理解度が高く、評価の対象として受け入れやすい事務事

業から取り組むこととし、実施計画の事務事業を視野に入れながらも、予算編成との連動を考慮し、

予算執行科目を評価単位とする。 

ただし、評価になじまない事務事業（細目事業）として、評価対象にふさわしくないものは評価

対象（項目）から除外する。 

 

・人件費・共通経費・一般総務費等で計上されている管理経費 

職員人件費、消耗品費、光熱水費、コピー代、電話代などについては、本来他の細目事業に付

随する経費である。実際上、担当課でひとまとめにして一般総務費等の予算執行科目として計上

しており、細目事業ごとに分類することが極めて難しいため対象外とする。 

 

・細目事業についても、成果や効果が市民に対し不明確になる場合は、対象外とする。 

基金の積立金・繰出金・償還金（元金、利子）・その他（予備費など） 

 

なお、個別の施設管理事業として計上されている管理運営費は対象とする。 

 

②評価の方法 

成果指標等の数値目標を評価基準とした上で、当該事業の有効性や効率性などについては中間的

な選択肢を避けた「はい・いいえ（YESかNO）」の２択で評価を行い、改善策やあり方について判

断をする。これは、「はい・いいえ・どちらともいえない」といった中間的な選択肢を設けた形で

評価を行うことにより、最終的な情報提供先である市民にとって「あいまいで、分かりにくい」評

価結果になることを避けるためである。 

各評価項目の表現についても、専門的な用語を極力避け、見やすく、分かりやすいことに重点を

置く。また、評価作業自体の軽減のため、できる限り判定の自動化を図る。 

評価は、まず事業に関する４つの視点それぞれについて４点満点で評点を付し、次に有効性の評

点を基軸とした総合評価を行い、今後の事業の方向性を示すものとする。 

 

③評価体制 

導入にあたっては、評価体制を「自己（一次）評価」「二次評価」の２段階とし、客観性の確保

は公表をもってする。将来は段階的に評価レベルを上げていくとともに、外部評価の導入を検討し

ていく。 

 

○自己（一次）評価・・・・事業担当者が評価シートに基づき記載し、評価点検については課長

等が行う。 

○二次評価・・・・・・・・二次評価は、より客観性を確保するために、行政評価庁内評価委員

会が評価を行う。 

○外部評価・・・・・・・・市民で構成する評価委員会を設置し、評価の客観性を担保する。 

（本格導入後に外部評価の導入を検討） 
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④時期 

原則として毎年度実施することとし、新規事業と継続事業について次のとおり評価を行う。 

○新規事業・・・・「事前評価」で事業の適否等を判断する。 

○継続事業・・・・決算時に「事後評価」を行い、事業実施の妥当性、目標の達成状況など経年

変化を確認するとともに、今後の事務事業の内容の改善へ結びつける。 

 

⑤住民参画 

内部のみの評価では、システムの客観性を損なう恐れがあるとともに、行政運営の本旨である「住

民サービスの向上」への繋がりが絶たれてしまうことから、評価結果の公表を行うこととする。 

 

６．推進体制について 

職員のコンセンサスを得るとともに、行政評価システムの積極的な導入を進める。 

 

○ 仙北市行政評価システム導入の流れ 

 

内    容 月 備 考 

事後評価（平成23年度事業）評価対象事業の選定 

事後評価分評価シートの作成依頼 
7月 企画政策課 

事後評価（平成23年度事業） 評価シートの作成 

（一次評価） 
7～8月 各 課 

事後評価（平成23年度事業） 二次評価 9月 庁内評価委員会 

評価結果の公表（仙北市ホームページ） 10月 企画政策課 

 

 

７．平成２４年度試行について 

 

① 試行の目的 

事務事業評価を試行することにより、今後の本格導入と円滑な推進に向けた課題の抽出と環境整

備を図る。 

 

② 評価対象 

２１年度・２２年度に試行を実施したことにより、本システムへの認知は一定程度得られたが、

その認知の範囲は実際に評価作業に携わった職員の範囲に限られるものと考えられる。したがって、

本年度の試行においてもシステム自体への認知を図ることを基本とする。 

評価対象事業と補助金事業の選定については、企画政策課において行う。 

 

③ 評価体制 

各所属で評価シートに記入し、自己（一次）評価（担当課長等による）及び二次評価（行政評価

庁内評価委員会）を行う。 

なお、試行段階では結果の公表にとどめ、外部評価は行わない。ただし、本格導入後は外部評価

の導入について検討する。 
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④ 評価結果の活用 

制度自体を検討するという試行の目的から、事業の見直しや予算編成への直接的活用は意図して

いないが、結果により反映されることもある。 

 

⑤試行結果の公表 

事業評価(事後)について、概要を広報又はホームページにて公表する。 



　　今年度の実施した事務事業評価では、事業を９段階で評価しました。

　

【一次評価】

　（事務事業を担当した各課における評価結果）

【二次評価】

　（一次評価をもとに、行政評価庁内評価委員会による二次評価を行った結果）

◆事務事業の評価結果（概要）は、次頁以降の表のとおりです。

二次評価　判定結果

一次評価　判定結果

Ａ判定

2 事業

74 事業計

100.0 ％

4.1 ％

2.7 ％

1.4 ％

2 事業

Ｅ　　（完成及び目的達成による終了事業）

2 事業

28 事業

10 事業

19 事業

1 事業

計

2.7 ％

18.9 ％

10.8 ％

45.9 ％

8 事業

1 事業

10.8 ％

2.7 ％

1.4 ％

25.7 ％

4.1 ％

2.7 ％

9.5 ％

2.7 ％

100.0 ％

2.7 ％

13.5 ％

37.8 ％

Ｄ判定

Ｅ判定

34 事業

8 事業

14 事業

2 事業

2 事業

7 事業

2 事業

3 事業

Ｂ３判定

Ｃ１判定

Ｃ２判定

Ｃ３判定

Ａ判定

Ｂ１判定

Ｂ２判定

3 事業

74 事業

平成23年度事務事業評価（事後評価）結果

平成２３年度の評価

Ｂ３判定

Ｃ１判定

Ｃ２判定

Ｃ３判定

Ｄ判定

Ｅ判定

Ｄ　　（休止・廃止（統合含む）を検討）

Ａ　　（現状のまま継続）

Ｂ１　（見直しの上で継続…拡大の方向）

Ｂ２　（見直しの上で継続…手段改善）

Ｂ１判定

Ｂ２判定

Ｂ３　（見直しの上で継続…縮小の方向）

Ｃ１　（大幅な見直しの上で継続…拡大の方向）

Ｃ２　（大幅な見直しの上で継続…手段改善）

Ｃ３　（大幅な見直しの上で継続…縮小の方向）
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No. 評価対象事務事業名 評価実施課名 事業概要
一次
評価

二次
評価

二次評価意見

1 職員研修費 総務課

市長会、町村会、秋田県自治
研修所、市町村職員中央研修
所、全国市町村国際文化研修
所等が実施する研修への参加

A B1
職員の自主的な研修意欲の喚起と、新人
職員研修等の市独自研修の充実が必要と
考えます。

2
派遣職員人権費負
担金

総務課
所得税還付等調査局を新たに
設置し、問題の徹底解明及び
調査態勢の強化

E E
所得税還付等調査局の終了に伴い、事業
終了。

3
本庁舎等維持管理
費

管財課
庁舎環境衛生管理、清掃、機
械設備、電気設備等維持管理

C2 C2

老朽化が進む中、本庁舎を安全に維持し
ていく必要があります。職員の省エネに
対する意識改革により経費削減も行いつ
つ、一層の工夫が求められます。

4
車輛維持管理費
（管財課）

管財課
公用車の維持管理業務（安全
点検、車検等）、公用車の貸
出業務・運転業務

B2 B2

一体型庁舎に向け、全庁統一した集中管
理が必要と考えられます。また経費削
減、CO2削減対策も引き続き推進してい
く必要があると考えます。

5
田沢湖活性化セン
ター運営管理費

田沢出張所
施設の維持管理業務を実施
し、使用者を募る。

C1 C1
地域住民との協働による利活用方法を検
討し、施設の利活用方針を明確化する必
要があると考えられます。

6
車輛維持管理費
（角館地域セン
ター）

角館地域センター
公用車の維持管理、公務執行
に伴う移動手段

A B2

経費削減、CO2削減対策を引き続き推進
し、一体型庁舎に向け全庁統一した集中
管理が必要と考えられます。また保有台
数の適正化等についても検討していく必
要があると考えられます。

7
車輛維持管理費
（西木地域セン
ター）

西木地域センター 公用車の維持管理、貸出 B2 B2

経費削減、CO2削減対策を引き続き推進
し、一体型庁舎に向け全庁統一した集中
管理が必要と考えられます。また保有台
数の適正化等についても検討していく必
要があると考えられます。

8
国際交流・国内交
流推進費

企画政策課
※H23年度は
企画振興課

国際交流を通じて異文化の理解を
図るとともに、市民の国際化を促
進させる。
国内交流を通じて文化、経済、産
業、教育などあらゆる面での交流
を促進させ、地域の活性化を図
る。

B2 B2

姉妹都市や災害協定都市との地域間交流
を図る上で、必要な事業と考えられま
す。今後の展望を整理しながら、国や
県、民間の各種支援事業を活用し、活動
については市民へ広報等を活用しながら
周知していく必要があると考えられま
す。

9
第3セクター経営改
革推進費

企画政策課
※H23年度は
企画振興課

第３セクター各社の経営分析
及び改革プランの策定

C2 C2

経営改善に向けて、統合も視野にいれた
検討が必要と考えます。今後も慎重に協
議を進め、経営改善に取り組む必要があ
ると考えます。

10
クニマス里帰りプ
ロジェクト事業費

企画政策課
※H23年度は
企画振興課

 秋田県と協働で進める「クニマ
ス里帰りプロジェクト事業」で、
シンポジウム開催、姉妹湖提携交
流事業、田沢湖再生計画検討、ク
ニマス生態調査、田沢湖水質改善
等を実施

B2 B2

「秋田県市町村未来づくり協働プログラ
ム」との整合性を保ちながら、事業拡充
が求められます。またクニマス資料館に
ついては、市民への充分なコンセプト等
の周知が必要と考えられます。

11
秋田内陸縦貫鉄道
駅前維持管理費

企画政策課
※H23年度は
企画振興課

隔月程度の巡回点検を行うととも
に設備に必要な光熱水関係費の負
担及び修繕を行う。なお、日常的
な清掃美化活動や除雪は各駅駅愛
護会により活動が行われており、
異常時には報告がある。

C2 C2

駅愛護会の方々の協力により環境美化等
を行っていただいているが、内陸線利用
者数が減少していきています。しかし環
境美化活動を行うことにより、利便性の
向上と安全衛生管理につながると考えら
れます。

12
生活バス路線対策
費

企画政策課
※H23年度は
企画振興課

市民バス（3路線）、デマン
ド型乗合タクシー（3路線）
の安全運行と乗車人員の増加
を目指す。

B2 B2

各路線の利用状況にあった効率的な運行
形態にするため、常に見直しをすること
が必要と考えます。また市民の要望等を
聴取しながら継続することが求められて
いると、考えます。

仙北市行政評価　平成23年度事務事業評価（事後評価）一覧表
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No. 評価対象事務事業名 評価実施課名 事業概要
一次
評価

二次
評価

二次評価意見

仙北市行政評価　平成23年度事務事業評価（事後評価）一覧表

13
地域運営体活動推
進費交付金

企画政策課
※H23年度は
政策推進課

地域特産物の加工販売、高齢者世
帯の支援活動、環境美化等、様々
な事業が可能。
市は地域運営体に対し事業の年間
上限５００万円を交付金として交
付

B2 B2

市で実施すべき事業、地域運営体で実施
すべき事業を整理しながら各地域運営体
をサポートし、市民等の参加を促しなが
ら取組を継続していく必要があると考え
ます。

14
光ブロードバンド
設備整備事業費

総合情報センター
光ケーブルを敷設し、通信事
業者に対してＩＲＵ方式で貸
し出す。

A A

地域格差の公平性をはかるためには必要
な経費である。また観光・公共施設への
無線LANスポット設置も検討にいれなが
ら、継続実施と考えます。

15
交通安全市民大会
開催費

環境防災課

交通安全に功績のあった個
人、団体の表彰や講師を招い
て「地域の交通安全につい
て」講演を実施。

D C2

交通安全の士気高揚につながる活動と考
えられます。今後は、市民一人一人の取
り組みを共有しながら、大会内容の見直
し・改善の必要があると考えられます。

16 街灯費 環境防災課 防犯灯整備の促進 A B1

防犯上必要な経費であると考えられま
す。今後は、維持管理についての役割分
担を再度検討しつつ、照明器具のLED化
等で省エネと経費削減を図る必要がある
と考えます。

17 納税奨励費 税務課

納税貯蓄組合連合会においては、
未組織地域の組合設立奨励、地区
連の市道及び育成、市政との連絡
調整及び地区連への伝達等。地区
納税貯蓄組合におては市税納税通
知書の配布及び収納等。

B2 B2

自主財源の確保や税負担の公平性につな
がる事業ではあるが、今後は組織の在り
方や、収納方法等も検討していくことが
必要と考えられる。

18

収納率向上対策事
業費（国民健康保
険特別会計事業勘
定）

税務課
徴収宅職員（2名）を雇用
し、市税分納者及び未納者に
対し訪問徴収業務を行う。

A A

税負担の公平性を図るため、徴収嘱託員
による訪問徴収は必要であると考えられ
ます。またこの事業により一定の徴収率
を保てているため、今後は増員等の強化
も検討にいれながら継続実施と考えま
す。

19
地域生活支援事業
費

社会福祉課

障害者及び障害児の方に、相
談支援・手話通訳、要約筆記
者派遣・ストマー装具等・福
祉ホーム入所者補助・日中一
時支援・芸能発表会補助・声
の広報団体補助・自動車運転
免許取得補助等。

A A
自立した日常生活または社会生活を営む
ことができるように、生活支援を展開し
ていくことは必要であると考えます。

20
生活保護受給者向
け就労支援事業費

社会福祉課

事業への参加の同意を得た者に対
し、就労支援員が個別支援計画に
より就労相談、就労意欲の喚起、
公共職業安定所への動向訪問によ
る適職探し等を実施し支援する。

A A

就労による収入増加や生活保護の廃止件
数に、わずかではあるが成果が出てきて
いることから、今後も継続して就労支援
を行い、生活保護からの脱却を図り社会
的自立を促していく必要があると考えま
す。

21
生きがい活動通所
支援事業費

長寿支援課

生活指導（相談活動）、機能
訓練（日常動作訓練）、健康
状態の確認、入浴サービス、
送迎、パート職員5名のロー
テーションで事業実施。

C2 C2

施設の必要性や需要の動向から、施設全
体の指定管理制度導入等について検討を
行いながら、今後の方向性を示していく
必要があると考えます。

22 福祉医療費 市民課
医療費の自己負担分を県内受
診は現物給付し、県外受診は
現金給付する。

A B1

少子化・定住対策として、市独自の助成
拡充の検討を行い、福祉サービスの充実
を図りながら事業を継続する必要がある
と考えられます。

23
任意事業費（高齢
者実態把握事業）

包括支援センター

包括支援センター職員および業者
委託（仙北市社会福祉協議会）に
より高齢者宅を戸別訪問し、心身
および生活実態について調査を行
い、潜在化している高齢者の様々
な問題を発見し問題解決に向け支
援する。

A A

高齢化が急速に進展する中、戸別訪問に
より不安や問題を解決し、安心した生活
を支援することは必要であると考えられ
ます。

24
ひとり親家庭福祉
事業費

子育て推進課

ひとり親家庭の相談に応じ
て、必要な情報提供を行うと
ともに適切な助言指導を行
う。

A A

ひとり親家庭の相談対応と適切な情報提
供を行うことにより、子育てに対する安
心感を提供する必要性があると考えま
す。今後も多様なニーズに対応し、継続
して実施すべき事業と考えます。
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25
児童虐待防止対策
緊急強化事業費

子育て推進課

職員の専門技術の習得のため
の研修会への派遣及び個人情
報を適切に管理し有効活用す
るための情報整理。

A A

児童虐待の未然防止、早期発見のために
必要な事業であると考えます。今後も対
応体制の充実を図りつつ継続実施すべき
事業と考えます。

26
児童館及び児童遊
園地施設維持管理
費

子育て推進課
子供たちの遊びの場と遊びを
提供すると共に、施設の維持
管理及び安全管理を行う。

C3 C2

児童館の役割を再検討し、必要な児童館
については維持管理を積極的に行い、子
供たちが安全に遊べる場を充実すべきと
考えます。

27
保健事業費（健康
づくり推進員）

保健課

各種検診受診票の配布、健康
受診の呼びかけ。各研修会で
健康について学び、地域住民
に伝えるとともに、地域の要
望を保健課に伝える。

B2 B2

地域住民の健康づくりへ結びつけていく
必要があると考えます。健康づくり推進
員と保健課で協力し合い、今後は医療費
の抑制といった観点からも取り組むべき
事業と考えます。

28
心の健康づくり・
自殺予防対策事業
費

保健課

高齢者の心の健康教室等、ふ
れあいサポーター養成講講
座・傾聴ボランティア活動
「えくぼの会」、「こころと
いのちを考えるつどい」講演
会・街頭キャンペーン等。

B2 B2

地域のつながりや、触れあいの観点から
自殺予防に取り組む必要があると考えま
す。全県的に取り組む必要のある事業で
もあるため、県や各種団体と連携し、更
には市民の理解や関心を得ながら事業を
展開していく必要があると考えます。

29
母子支援体制検討
モデル事業費

保健課

医療関係との連絡票の作成、
連携体制の整備。妊娠期のリ
スクアセスメントツールの作
成、活用。

A A

安全な妊娠・出産や、子供の健やかな成
長を促すために医療機関との連携は必要
であると考えます。今後も連携体制の整
備を行い、妊産婦への支援を充実させ継
続する必要があると考えます。

30
子宮頸がん等予防
接種促進事業費

保健課
乳幼児、児童生徒に対する予
防接種の助成。

A A

高額な接種費用を公費で負担すること
で、予防接種を受けやすい環境を保てて
いると考えられます。今後も疾病予防の
ために継続するべき事業と考えます。

31
廃棄物減少化対策
費

環境保全センター

審議会の答申を踏まえ、市民
へごみ分別方法の周知等を広
く図り、再生化可能なごみ収
集を促し減量化に努める。

A A

再生化可能なごみ収集を促進したことに
より、ごみの減量化につながったと考え
ます。今後も継続してゴミの減量に努
め、環境保全を図る必要があると考えま
す。

32 塵芥処理費 環境保全センター

田沢湖・角館・西木の各地区を更
に班編成し、月毎に収集できるご
み種別を記した「ごみカレン
ダー」1年分を作成のうえ、全戸
に配布し収集を徹底している。こ
れにより集積所に収集されたごみ
を市内運搬許可業者に委託し、種
別毎の処理、処分を実施。

C1 C1

環境保全及びごみの減量化のためには、
必要な事業であると考えます。今後は管
理維持費の平準化も検討しながら、継続
実施する事業と考えます。

33 勤労雇用対策費 商工課

求人情報提供事業として、毎週ハ
ローワークが発行する求人情報を
各庁舎、出張所、市内コンビニエ
ンスストアに配置するとともに、
市ホームページに掲載する。事業
所視察会開催事業として、職業希
望の高校生を対象に地元企業の視
察を実施。

A A

雇用情勢が悪化している中、市内求職者
への求人情報を提供することは就労機会
の増加につながっていると考えます。ま
た所得向上のためにも、継続して実施す
る必要があると考えます。

34
農地制度円滑化事
業費

農業委員会事務局

農地法に基づく事務の適正実施の
ための支援。（農地の利用状況調
査他）
農地の有効利用を図るための支援
（農業委員等の資質向上のための
活動）

A B2

法令事務を適正に執行するために必要な
事業ではあるが、調査のみならず今後は
耕作放棄地・遊休農地のデータベースの
構築も検討しながら、継続実施するべき
と考えます。
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35
木質バイオマス施
設管理運営費

秋田スギバイオエ
ネルギーセンター

木質バイオマス施設で発生す
る電気・熱を介護老人保健施
設にしき園、西木温泉クリオ
ンに供給する。

C2 C2

平成２３年度は改修のため充分な効果を
発揮できなかったが、再生可能エネル
ギーへの関心や期待があることから、業
務内容の検討、木質チップの安定した供
給体制の構築をめざし継続実施と考えま
す。

36
“所得を生みだす
玉手箱”総合産業
研究所費

総合産業研究所

加工の基盤となる園芸作物の
生産振興および市産品のブラ
ンド化を図る。また新商品開
発への支援と市内産品のマー
ケティング活動に取組む。

B2 B2

６次産業を推進し、地域経済活性化を図
るために必要な事業と考えます。今後
は、求められている支援・取組を実施す
るために、関係機関との協議を行い、常
に検証・見直しを行う必要があると考え
ます。

37
グリーンツーリズ
ム推進事業費

農山村体験デザイ
ン室

農家民宿、体験受入体制の強
化や情報発信を行う。

B1 B1

平成２３年度からグリーンツーリズムの
担当部署が新設され、市の多様な魅力発
信を行い、農家民宿利用者が増加してい
ます。今後は各民宿の協力体制を構築
し、受け入れ体制の整備を推進していく
必要があると考えます。

38
教育旅行支援事業
費

農山村体験デザイ
ン室

宮城県、北海道をはじめとす
る各地教育旅行の誘致ＰＲ活
動及び受入態勢の整備。

B1 B1

窓口が一本化され、今後も需要の増加が
見込まれると考えます。今後は更に観光
資源をいかし、野外活動の受け入れ体制
や、農家民宿を利用した様々な体験につ
いても強化が求められていると考えま
す。

39
フードビジネス応
援事業費

農山村活性課

農林水産業者（組織する団体
等）が自家生産した農作物を
加工、販売するため新規に実
施するアグリビジネスに対す
る投資経費の一部を補助す
る。

D D

平成２２年度からの実施事業であるが、
実績としては２件のアグリビジネスの発
掘となっており、効果が発揮できていな
いと考えます。今後は廃止の方向にすべ
きと考えます。

40
元気な仙北農業ス
テップアップ推進
事業費

農山村活性課

野菜、花き、畜産、その他市長が
特に認めるものの栽培等に必要な
省力化機械、種苗、生産資材等
（パイプハウスを除く）の導入に
必要な経費のうち30万を上限に事
業費の1/2以内の補助。

B1 B2

新規認定農業者の実績がみられないこと
からステップアップ期間は終了したと考
え、次期ステップへの新政策転換も視野
に入れながら方向性を示すべきと考えま
す。

41
園芸作物産地緊急
拡大事業費補助金

農山村活性課

国の農業者戸別所得補助制度、県
の政策転換対応型農業支援事業と
連携し、生産調整圃場に市の重点
作物を生産出荷した場合、10aに
対し10,000円の助成等をする。

B2 B2

園芸作物の作付面積がわずかではあるが
増加し、効果が発揮されていると考えま
す。今後は国及び県の対応をみながら、
生産力の強化を重点的に支援していくべ
きと考えます。

42
松くい虫防除事業
費

農山村活性課

専用の薬剤を対象木に樹幹注
入して感染を予防する。ま
た、保護対象森林で松枯れが
発生した場合は被害拡大防止
のため伐倒～くん蒸処理を行
う。

A A

景観保護の維持や森林資源を失わないた
めにも、防除対策は必要な事業であると
考えます。また一度被害にあうと完全な
駆除が難しい点からも、継続して実施す
る必要があると考えます。

43
仙北市推奨乾燥材
利用促進事業費補
助金

農山村活性課

対象者に建築に要した全推奨材価
格（消費税込）の３０％に相当す
る金額（円未満切捨て）を補助す
る。補助額の上限は、新築の場合
は１棟につき２０万円、増改築・
リフォームの場合は１棟につき１
０万円とする。

A A

仙北市内で生産される推奨材の活用を推
進し、木材産業の振興、地域経済の活性
化を図る必要があると考えます。市民か
らも補助率を上げてほしいなどの要望が
あることから、補助の妥当性・有効性等
を検討しながら継続実施と考えます。

44
外町交流広場施設
管理運営費

商工課
指定管理者に施設の運営や維
持管理を委託し、施設の有効
な利用を行う。

A A

中心市街地の活性化と、観光客への利便
性を図るために必要な施設であると考え
ます。今後も指定管理者と情報を共有
し、適切な管理運営を行う必要があると
考えます。

45
産業プラットホー
ム形成事業費

商工課
企業誘致活動の実施や産業振
興基本条例に基づく産業施策
の推進。

A A

企業誘致活動を行うものの実績は無い状
態であります。しかし企業誘致活動や市
内企業の支援・育成を図ることは、地域
経済の活性化や市民生活の向上につなが
ることから、継続して実施と考えます。

46
伝統工芸樺細工技
能後継者育成事業
費

商工課

後継者を育成する指導者に補
助金を支給し、技能の継承を
支援する。（1～3年目月額8
万。4～5年目月額5万）

A A

伝統工芸の技能は、受け継がれていくべ
き大切なものであると考えます。また今
後の産業振興にはかかせないものである
ことから、継続実施と考えます。
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47
緊急雇用維持支援
事業費補助金

商工課

国の雇用安定助成金等を利用
して休業を実施した事業主に
対し、休業手当相当額の一部
を助成する。

B1 B1

平成22年度から平成23年度にかけて申請
件数は減少していますが、いまだ50件以
上の申請があり、雇用情勢が悪化してい
る状況下では、地域雇用を守るために必
要な事業と考えます。雇用の維持を保つ
ためにも、拡大しながら事業実施と考え
ます。

48 緊急雇用助成金 商工課

市内に事業所を有する事業主
が、市内に存在する60歳未満
の者を常時雇用した場合雇用
助成金を交付する。（新たに
雇用される対象労働者1人に
つき15万円交付、新卒者を雇
用した場合は、1人につき30
万円交付）

B1 B1

雇用情勢が悪化している状況下では、雇
用の場を確保するために必要な事業と考
えます。今後も、補助の有効性を検討し
ながら継続実施と考えます。

49 伝承館 管理運営費 伝承館

年6回の特別展の実施、総合
学習等を支援する教育普及活
動、文化財の調査研究、歴史
資料等の収集保管、館内外の
環境整備の充実

A A

市内外の観覧者に対し、これまでの市の
歴史・文化・伝統工芸を理解していただ
くことは大切な事業であると考えます。
また後世に文化や歴史等を伝承してもら
いたいことから、継続実施と考えます。

50
観光施設維持管理
費

観光課

各種施設の位置、機能、特性
を十分に把握したうえで、す
べての施設を清潔かつその機
能を正常に保持し、利用者の
快適かつ安全な利用を図るよ
う適正な維持管理を行う。

A A

秋田県内有数の観光地として、観光施設
の維持は必要な事業であると考えます。
今後は衛生施設の充実や、管理委託（指
定管理）による管理体制の検討も視野に
いれながら継続実施と考えます。

51
東アジア観光宣
伝・誘客事業費

観光課

県及び県観光連盟等が主催・
募集する海外観光キャラバン
に参加し、現地観光旅行エー
ジェントへの宣伝を行う。
仙北市観光ガイドマップ（英
語・韓国語・中国語（繁体
字・簡体字））を印刷し、本
市を訪れた観光客へ提供す
る。

B2 B2

人口減少に伴い、地域内消費の減少と地
域経済の悪化が懸念されます。そのため
今後は国内外からの交流人口を増やし、
内需の拡大を図っていく必要があると考
えます。各団体と協力し、事業を展開し
ていくべきと考えます。

52
がんばれ合宿応援
事業費

観光課
合宿応援事業の事業内容の周
知を行う

B3 B2

教育旅行による宿泊者数が増加している
中、市内スポーツ資源の利活用を図るた
め合宿誘致は必要であると考えます。今
後は事業の周知を更に図り、環境整備を
視野にいれた検討が求められます。

53
観光協会連携事業
費補助金

観光課
各種連携事業を協力的に推進
し、もって仙北市観光の振興
に資する

A B2

連携事業については、事業主体である観
光連盟に一本化して予算計上することも
検討する必要があると考えます。常に補
助金の有効性等を検証し、見直しを実施
していくことが必要と考えます。

54
仙北市ツーリスト
インフォメーショ
ンセンター事業費

ツーリスト・イン
フォメーション・

センター

1．広域・訪日外国人観光案
内　2．仙北市内体験ツーリ
ズムの推進　３．着地型旅行
商品の企画・造成及び販売シ
ステムの構築　４．秋田内陸
線の利活用の推進

B1 B1

更なる観光客への利便性向上や内陸線利
活用商品の造成を行い、実績へつながる
ような取組を実施することが求められて
いると考えます。

55
市民参加型インフ
ラ維持整備費

建設課
道路整備（砕石敷き均し）、
水路整備（側溝敷設）等の実
施

A A

市民の参加協力により、地域の細かな部
分への環境整備ができていると考えま
す。今後は事業内容や国、県、市そして
地域運営体との役割を検討し、継続実施
と考えます。

56
一般河川総務費
（河川愛護事業）

建設課
堤防除草、花の植栽、除草剤
散布等の実施。

A A

市民の参加協力により清掃作業・花の植
栽等を行っており、地域の環境美化につ
ながっている事業と考えます。今後も補
助金を交付するにあたり、有効性・公平
性等を精査しながら継続実施と考えま
す。

57
小先達川砂防ダム
公園維持管理費

建設課
公園内の草刈り、トイレ清掃
等の維持管理。

C3 C3

自然とふれあうレクリエーション活動の
拠点として、公園の維持管理は必要と考
えます。しかし管理経費を抑えた運営が
求められており、国との管理協定を守り
つつ、今後は民間委託も検討し継続実施
と考えます。
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58 公園維持管理費 都市整備課

施設の維持管理業務を実施す
る。維持管理業務の草刈り作
業は業者へ、植木の冬囲いは
シルバー人材センターへ委
託。

B2 B2

市民の憩いの場かつレクリエーションの
場として、快適に利用できる環境作りが
必要と考えます。利便性の向上を図りつ
つ維持管理費の圧縮に努め、継続実施と
考えます。

59
住宅リフォーム促
進事業費補助金

都市整備課
申請受付審査から補助金交付
までの業務（県リフォーム補
助金の申請も受付）

A A

リフォーム件数が200件を超え、住宅改
善への支援、更には市民生活の向上と地
域経済の活性化にもつながっている事業
であることから、継続実施と考えます。

60
自主防災組織育成
事業費

環境防災課
自主防災組織育成のため、他
地域で実践されている活動事
例の発表会を3地域で実施。

B1 B1

消防団は地域防災組織の要として担う役
割は重要であり、自主防災意識の育成に
もつながることから、必要な見直しを行
いながら今後も設立推進を実施と考えま
す。

61 管理運営費 教育総務課
教職員住宅の維持管理を実施
する。

B3 B3

民間賃貸住宅等が充足していることか
ら、施設の必要性を検討する時期と考え
ます。廃止・解体も視野にいれ、今後の
方向性を検討をしていく必要があると考
えます。

62
いのちの教育あっ
たかエリア事業費

教育指導課

いのちの教育体験活動として
講演会、推進地域以外に住ん
でいるゲストティーチャーを
活用した授業、福祉施設等の
訪問推進校同士の交流活動や
動物の飼育体験、あったか
メッセージカードによるお年
寄り招待等を行う。

E E 単年度事業により事業終了。

63 奨学金貸付金 教育指導課 学資金の貸付 C2 E
平成24年度から仙北市育英奨学資金とし
て基金会計へ一本化し、事業統合。

64
外国青年招致事業
費

教育指導課
市内の小中学校にＡＬＴを派
遣し授業を行う。

A A

外国語指導助手との交流により、子供た
ちの言語や文化に対する関心を深め、国
際社会に対応できる子供たちを育成する
ことから、継続して実施する事業と考え
ます。

65
せんぼくアートプ
ロジェクト推進費

生涯学習課

音楽・美術・映像等芸術文化
に関わるイベントを通し、新
しい産業及び雇用の創出、芸
術・文化活動の向上、地域の
魅力発信や継続的な賑わい創
出のための事業提案を公募
し、審査の上、支援の可否を
決定し、補助金を交付する。

B2 B2

創作活動や展示イベントを実施すること
により、地域の魅力発信と賑わいを創出
することができたのかをしっかり検証
し、補助金の効果が十分発揮されるよう
に事業を継続する必要があると考えま
す。

66
にぎわいの文化祭
推進会議費

生涯学習課

現在、田沢湖地区・角館地
区・西木地区のそれぞれで開
催している文化祭について、
問題点や課題を整理し、仙北
市として、さらに賑わいのあ
る文化祭になるように一本化
に向けた会議の開催。

D D
一本化した文化祭開催の必要性を協議
し、協議結果に応じて廃止も視野にいれ
た検討が必要と考えます。

67
伝建群防災計画策
定事業費

文化財課
早稲田大学長谷見研究室と委
託契約を結び、現状調査及び
研究を実施。

A A

重要伝統的建造物群保存区域内及び近隣
住民や観光客の安全確保、建造物群の保
護の面から防災計画の策定は必要である
と考えます。市民にもわかり易い防災計
画の早期完成にむけ、事業継続と考えま
す。

68 自主事業運営費 市民会館

内外の実力あるアーティスト
を招聘し、鑑賞型、参加型を
組み合わせ市民に提供すると
ともに、市民参加が可能な場
合は相互触発による芸術振興
の効果を得る。

B1 B1

施設の安全面を強化しながら、市民が芸
術文化に触れる機会を多く作ることが必
要と考えます。今後は学会関係も含めた
各種団体と連携し、更に芸術振興を図っ
ていく必要があると考えます。
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69
総合型地域スポー
ツクラブ育成事業
費

スポーツ振興課

市民のスポーツ振興・体力・
健康増進と、市内全地域に総
合型地域スポーツクラブ設立
を目的に調査検討を行う。ま
た設立している市内総合型地
域スポーツクラブの育成のた
め協議を行う。

A A

各地域におけるスポーツ環境を整え、ス
ポーツ振興・健康増進を図っていく必要
があると考えます。今後は新しいクラブ
設立推進だけでなく、現存のスポーツク
ラブの育成も視野にいれながら、継続し
て実施するべきと考えます。

70
チャレンジデー事
業費

スポーツ振興課

市民に１５分以上の運動をす
るように、呼びかける。また
各種団体に協力要請を行う。
メイン会場でスポーツイベン
トを行う。

A A

市民の体力・健康増進のためのきっかけ
づくりとして有効であると考えます。今
後は周知方法等の見直しを行い、参加率
の向上を図りつつ継続実施と考えます。

71
桧木内地区総合型
地域スポーツクラ
ブ創設事業費

スポーツ振興課

市内桧木内地区に総合型地域
スポーツクラブ設立を目指
し、創設準備委員会を数回開
催し、各種スポーツ教室を開
催する。

A A

総合型スポーツクラブが無かった桧木内
地区に創設することにより、市内の子供
たちへ公平的にスポーツ振興を図ること
ができると考えられる。今後は各団体と
協力し、より一層の浸透を図りつつ継続
実施と考えます。

72
公共スポーツ施設
等活性化事業費

スポーツ振興課

玉川河川公園を会場にサッ
カー教室（キッズ・小学
生）・グラウンドゴルフ教
室・大会を開催する。

A A

市民のスポーツ振興・体力・健康増進を
図るためには必要な事業であり、今後も
常に検証し、見直しをしながら継続して
実施すべき事業と考えます。

73
馬術競技場管理運
営費

スポーツ振興課 施設の維持管理。 C2 C2

角館高校馬術部の休部等により利用が無
い状態であるが、秋田県内唯一の施設で
あり、秋田県馬術連盟とも連携協力し今
後の利用促進に努めるべきと考えます。

74
施設管理費（簡易
水道事業）

業務課
安全で安定した良質の水道水
を供給するための施設の維持
管理。

A A

安全で良質な水を供給するためには必要
な事業であり、今後も水質等に細心の注
意をはかり継続していくべきと考えま
す。
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